
議案第１０４号  

専 決 処 分 の 承認 を 求 め る こ とに つ いて  

平 成 ２ ９ 年 度田 原 市 一 般 会 計補 正 予算（第３号）について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。  

平 成 ２ ９ 年 １２ 月 １ 日  提 出  

田 原 市 長  山  下  政  良  





専  決  処  分  書

 地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法律 第 ６ ７号）第１７９条第１項の規定

により、平成２９年度田原市一般会計補正予算（第３号）について、

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、

別紙のとおり専決処分する。

  平 成 ２ ９年 ９ 月 ２ ８ 日  専 決

                田 原 市 長  山  下  政  良





平成２９年度田原市一般会計補正予算（第３号）  

平 成 ２ ９ 年 度田 原 市 の 一 般 会計 補 正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。  

（ 歳 入 歳 出 予算 の 補 正 ）  

第 １ 条  既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３ ９ ,７ ０

４ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ２ ８ ,

５ ８ １ ,５ ４ ５千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出予 算 の 補 正 の 款項 の 区 分 及び当該区分ごとの金額並び

に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 別 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に

よる。  





15 1,608,201 39,264 1,647,465

3 委託金 116,495 39,264 155,759

19 803,527 440 803,967

1 繰越金 803,527 440 803,967

28,541,841 39,704 28,581,545

県支出金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

別表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



2 3,439,625 39,704 3,479,329

4 選挙費 19,791 39,704 59,495

28,541,841 39,704 28,581,545

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



１　総　　括

（歳　　入）

15 県支出金 1,608,201 39,264 1,647,465

19 繰越金 803,527 440 803,967

28,541,841 39,704 28,581,545歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円



（歳　　出）

2 総務費 3,439,625 39,704 3,479,329

28,541,841 39,704 28,581,545歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円 千円



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

39,264 440

39,264 0 0 440

 千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円



803,527 440 803,967計

803,967繰越金1 803,527 440

　１項　繰越金 440千円

１９款　繰越金 440千円

116,495 39,264 155,759計

141,342総務費委託金1 102,078 39,264

補　正　額 計

 千円  千円

39,264千円

39,264千円

 千円

１５款　県支出金

　３項　委託金

２　　歳    入

目 補正前の額



　１５款　県支出金　１９款　繰越金

1 前年度繰越金 440 前年度繰越金 440

最高裁判所裁判官国民審査事務費委託金 3,850

2 選挙費委託金 39,264 衆議院議員総選挙事務費委託金 35,414

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



計 39,70419,791 59,495 44039,264 00

審査費

裁判官国民

3,8503,8504 最高裁判所 0 3,850

総選挙費

35,85435,8543 衆議院議員 0 44035,414

 千円  千円  千円 千円  千円 千円  千円

39,704千円

39,704千円

目 補正前の額 補正額

地方債

計

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　４項　選挙費



　　２款　総務費

18 3,800備品購入費

11 50需用費 最高裁判所裁判官国民審査事務 3,850

び交付金

19 150負担金補助及

18 2,600備品購入費

借料

14 1,119使用料及び賃

13 9,117委託料

12 3,580役務費

11 2,960需用費

9 48旅費

8 228報償費

7 920賃金

3 12,225職員手当等

1 2,907報酬 衆議院議員総選挙事務 35,854

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円

区　　分

節



１　特　別　職

(人) (千円) (千円) （月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

２　一　般　職

（１）総　括

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

備　考

439,095

計

長　等

議　員

その他の
特 別 職

計

1,359

111

111 2,907 2,907

2,907 2,907

39,740

給　　　　　与　　　　　費

区　分

長　等

議　員

その他の
特 別 職

計

長　等

議　員

その他の
特 別 職

1,338 436,188

職員数

1,449

1,470

81

補正前 2,184

比　較

職

員

手

当

等

の

内

訳

比

較

補

正

前

区　分

比　較

補正後 2,265 39,884

12,000

144

管理職員特別
勤 務 手 当

夜間勤務
手　　当

休日勤務
手　　当

管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

244,727補正前

12,225

単身赴任
手　　当

扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務
手　　　当

補正後

通勤手当 特殊勤務
手　　当

12,225 12,225

5,002,801

256,727

比　　　較

補　正　前 1,696,092

区　分

4,143,133

宿日直手当

備　考

補　正　後 1,708,317 4,155,358 5,015,026

給　　　　　与　　　　　費

区　　　分 職　員　数 報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共　済　費 合　　計

2,907

521,148

2,907

595,004 685,957

597,911 688,864524,055

486,914436,188

439,095

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

報　酬 給　料
期末手当

地域手当
その他
手　当

補

正

後

計 共済費 合　計(千円)
年間支給率

489,821



（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

(千円) (千円) (千円)

　諸手当そ の 他 の 増 減 分 12,225

区　　分 増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　明 備　　考

給　　料

給与改定に伴う増減分

昇 給 に 伴 う 増 減 分

そ の 他 の 増 減 分

職　　員
手 当 等

12,225

制度改正に伴う増減分

一般会計


